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      地域住宅交付金とは


社会情勢の変化に伴い、地方公共団体が、自主性と創意工夫を生かして、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理並びに良好な居住環境の形成を推進することができるよう、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」(平成17年法律第79号)の制定により、「地域住宅交付金」が創設されました。


地方公共団体は、国が策定した基本方針に基づき、同法に基づく地域住宅計画を作成することができ、地域住宅計画に基づく事業等に要する経費について、国から交付金が交付されます。(同法第6条第1項)


赤平市地域住宅計画


赤平市では、平成17年12月に平成17年度から平成21年度までの5箇年に市が実施する事業を位置づけた地域住宅計画を作成しました。(平成19年1月に一部を変更しています。)


	計画の名称 赤平市
	都道府県名 北海道
	作成主体名 赤平市
	計画期間 平成17年度から平成21年度



地域住宅計画「赤平市」確定版


地域住宅計画評価結果


本計画は、平成21年度で計画期間を終了し、平成22年7月に事後評価を行いましたので、評価結果を公表します。


地域住宅計画「赤平市」事後評価結果


北海道(第1期)地域住宅計画


平成18年度から平成22年度までの5箇年に市が実施する事業の一部を位置づけた地域住宅計画は以下のとおりです。


	計画の名称 北海道(第1期)
	都道府県名 北海道
	作成主体名 北海道ほか156市町村
	計画期間 平成18年度から平成22年度



地域住宅計画「北海道(第1期)」確定版


地域住宅計画評価結果


本計画は、平成22年度で計画期間を終了し、平成23年8月に事後評価を行いましたので、評価結果を公表します。


地域住宅計画「北海道(第1期)」事後評価結果


北海道(第2期)地域住宅計画


平成21年度から着手する事業を位置づけた新しい地域住宅計画は下記のとおりです。


	計画の名称 北海道(第2期)
	都道府県名 北海道
	作成主体名 北海道ほか164市町村
	計画期間 平成21年度から平成24年度



北海道の地域住宅計画について（住宅課）


北海道(第3期)地域住宅計画


北海道は平成23年3月に、平成23年度から新たに着手する事業を位置付けた「北海道(第3期)地域住宅計画」を社会資本総合整備計画として作成しました。赤平市は、当計画に参画しています。


社会資本総合整備計画


北海道(第4期)地域住宅計画


北海道は平成27年3月に、平成27年度から新たに着手する事業を位置付けた「北海道(第4期)地域住宅計画」を社会資本総合整備計画として作成しました。赤平市は、当計画に参画しています。

社会資本総合整備計画


北海道(第5期)地域住宅計画


北海道は平成29年3月に、平成29年度から新たに着手する事業を位置付けた「北海道(第5期)地域住宅計画」を社会資本総合整備計画として作成しました。赤平市は、当計画に参画しています。


社会資本総合整備計画
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    お問い合わせ

      建設課 建築係

      	電話:
	0125-32-1844


      	リンクURL:
	建設課へのお問い合わせはこちら
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  このページの内容は分かりやすかったですか？※必須入力
      
          
            分かりやすかった
          
            どちらともいえない
          
            分かりにくかった





      
      
        
      
    







			

		
		
		
			

	部署一覧

		総務課
	企画課
	財政課
	税務課
	市民生活課
	社会福祉課
	介護健康推進課
	商工労政観光課
	農政課
	建設課
	上下水道課
	会計課
	議会事務局
	監査委員事務局
	選挙管理委員事務局
	農業委員会
	学校教育課
	社会教育課
	あかびら市立病院







			

  
広告


  
    
      
          [image: 社会福祉法人 北海道光生舎]
      
    
  


  広告掲載について






		
	
	



	

      
        ナビゲーション

        
          	サイトマップ
	ウェブアクセシビリティ方針


          	アクセス
	市役所案内図


        


      

      
        
          北海道赤平市

        

        	赤平市役所
Facebook
	赤平市地域おこし協力隊
Facebook
	赤平市公式
YouTube


        
          	〒079-1192 北海道赤平市泉町4丁目1番地
	電話：0125-32-2211（代表）


		 開庁時間：
				月曜日から金曜日まで
            	（祝日及び12月31日から1月5日までを除く）
            	8時30分から17時まで
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